
テーマ：お金のことでお困りの時に使える制度について

お問い合わせ がん相談支援センター 072-445-1000（代表）

①高額療養費制度
一か月の医療費の上限をあらかじめ決めて
おく制度です。上限は収入によって変わり
ます。70歳未満の場合は、保険者に前もっ
て限度額の認定証を交付してもらいます。

70歳以上で非課税の場合は、減額認定証の
交付を受けると、請求の上限が決定します。

②医療費控除
医療費が高額になった場合、確定申告をし
て所得控除を受けることで所得税の一部が
還付されることがあります。

③傷病手当金
社会保険の被保険者が病気等で仕事を休ん
だ場合、収入の6割が給付される制度です。
無給の休み（欠勤）の４日目から申請でき、
一年半受給することができます。
ただし、給付されるのに3〜4ヶ月かかる場
合が多いので、注意が必要です。

④障害年金
初診から一年半の時点で、その病気のため
に働くことや、日常生活が困難な場合には、
障害年金が請求できる場合があります。
初診日のある月の前々月までに、納付期間
と免除期間が、全体の３分の２以上あるか、
過去1年に未納がないことが必要です。
国⺠年金の⽅は市町村窓⼝へ、厚生年金の
⽅は年金事務所へご相談下さい。

加入されている生命保険にも様々な給
付がある場合があります。保険会社に契約
内容を確認するようにしましょう。

病気になると治療費がかかるようになったり、仕事を休む必要が出てきたり、暮らしが変
化します。お金の問題が発生することも多く、ここでは使える制度についてご紹介します。

お金に関することは、
がん相談支援センター
でも相談ができます。

現在、がんサロンⅬuanaは中止しています。今年度はⅬuana通信として皆様にお役に立つ情報を発信します。

所得区分 自己負担限度額 多数該当

ア　年収約1160万円超 252,600円+（総医療費-842,000円）×1％ 140,100円

イ　年収約770万円～
        1160万円

167,400円+（総医療費-558,000円）×1％ 93,000円

ウ　年収約370万円～
        770万円

80,100円+（総医療費-267,000円）×1％ 44,400円

エ　年収約370万円以下 57,600円 44,400円

オ　住民税が非課税
       の場合

35,400円 24,600円

個人単位（通院のみ） 世帯単位（入院・通院）

現役並みⅢ
年収約1,160万
円超

140,100円

現役並みⅡ
年収約770万円
～1,160万円

93,000円

現役並みⅠ
年収約370万円
～770万円

44,400円

一般 370万円以下 18,000円 57,600円 44,400円

住民税
非課税Ⅱ

80万円～ 24,600円

住民税
非課税Ⅰ

~80万円 15,000円

多数該当

80,100円+（総医療費-267,000円）×1％

8,000円

所得区分
自己負担限度額

252,600円+（総医療費-842,000円）×1％

167,400円+（総医療費-558,000円）×1％


